
取り組みの方針

【施策の実現に向けた主な取り組み】

令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

1 継続 継続 継続 保健福祉課

2

健康診査

・集団健診：2会

場、延べ3回/年

・個別健診：６～10

月(町内１医療機関)

継続 継続

R3年度

【実績値】

健康診査

・集団健診：2会場、延

べ3回/年

・個別健診：８～10月

(町内１医療機関)

保健福祉課

住民の健康づくり

事業概要

　「公益財団法人日本骨髄バンク」が行う骨

髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において

骨髄・末梢血幹細胞の提供をした人に、助成

金(骨髄等の提供に係る通院、入院又は、面

談の日数に2万円を乗じた額(1回の提供につ

き、14万円が限度))を支給します。

骨髄ドナー助成

事業

　30歳以上の生活保護受給者や職場で健康診

断を受診できない30歳代の方の健康増進を図

るため、疾病の早期発見・治療を目的として

実施する健康診査で、内容は、特定健康診

査、後期高齢者健診に準じています。

　また、特定健康診査に追加で実施する検査

(詳細項目の全員実施分、独自追加分)を行っ

ています。

健康診査

事業名

施策1

　自らの健康に関心を持ってもらうためのきっかけづくりや、ターゲットを絞った効果的な受診勧奨に努めます。

　また、町が行う健康づくり事業について、気軽に参加しやすく、また、それぞれのライフステージに対応した実施となるよう努め、生活習慣改善の促進や疾病の早期発見、健

康寿命の延伸を図ります。

　新型コロナウイルス感染症など新たな感染症への対応については、小さな町を活かした対策に取り組み、また、休日夜間の医療提供体制について、より一層の周知を進めてい

きます。
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

3

・肺がん検診、胃がん

検診(40歳以上)…集団

2回/年

・大腸がん検診(40歳

以上)…集団2回/年、

個別6～10月(町内１医

療機関)

・前立腺がん検診(55

歳以上男性)…集団2会

場、延べ3回/年、個別

８～10月(町内１医療

機関)

・子宮頚がん検診(20

歳以上)…集団2会場、

延べ2回/年、個別11～

１月(相楽圏域医療機

関)

・乳がん検診(40歳以

上)…集団2会場、延べ

2回/年　※奇数年度実

施

【目標値】

対象者受診率：20～

30％

継続 継続

R3年度

【実績値】

・肺がん検診、胃がん検診

(40歳以上)…集団2回/年

・大腸がん検診(40歳以上)

…集団2回/年、個別８～

10月(町内1医療機関)

・前立腺がん検診(55歳以

上男性)…集団2会場、延べ

3回/年、個別８～10月(町

内1医療機関)

・子宮頚がん検診(20歳以

上)…集団2会場、延べ2回/

年、個別11～１月(相楽圏

域6医療機関)

・乳がん検診(40歳以上)…

集団2会場、延べ2回/年

※奇数年度実施

保健福祉課

4

集団：3会場、延べ3

回/年

【目標値】

対象者受診率：10％

(40歳以上)

継続 継続

R3年度

【実績値】

集団：3会場、延べ3回/

年

対象者受診率：7％(40

歳以上)

保健福祉課

　感染症法に基づき実施する結核健診は65歳

以上の住民を対象としていますが、集団健診

の契約上(住民規模から)、従来からの対象年

齢であった18歳以上の方に実施し、また40歳

以上の方は、肺がん検診と兼ねて実施してい

ます。

結核検診

事業名 事業概要

がん検診

　40歳以上を対象に実施する肺がん検診・胃

がん検診・大腸がん検診、乳がん検診(女性

のみ。奇数年度実施。)、20歳以上の女性を

対象に実施する子宮頸がん検診、55歳以上の

男性を対象に実施する前立腺がん検診、40歳

以上の未受診者を対象とした肝炎検査を実施

しています。
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

5

運動教室：2回/月

【目標値】

教室参加者：延べ

300名

継続 継続

R3年度

【実績値】

運動教室：16回/年

※2回/月の計画も新型

コロナウイルス感染症

対応のため数回実施で

きず。

教室参加者：延べ177名

保健福祉課

6 継続 継続 継続 保健福祉課

7

対象者全員に接種案

内(102名)

【目標値】

事業利用者：10名

継続 継続

R3年度

対象者全員に接種案内

(102名)

【実績値】

事業利用者：4名

保健福祉課

8

笠置町ホームペー

ジ・防災無線などを

活用した施設利用や

利用者数の周知：1

回/年

継続 継続

R3年度

笠置町ホームページ・

防災無線などを活用し

た施設利用や利用者数

の周知：1回/年

保健福祉課

9 継続 継続 継続 保健福祉課

10 継続 継続 継続 保健福祉課
山城病院組合事

業（病院事業）

笠置歯科診療所

事業

　健康に関する不安や悩みの相談や血圧測定

など、月に3回、地区の集会所等で実施して

います。

　生活習慣病を予防するための運動等を行

い、健康寿命の延伸を図ります。また、月に

2回、生活習慣病予防のための運動教室(ガン

バルーン体操、ノルディックウォーク等)を

実施しています。

　公設民営の歯科診療所の維持管理を行って

います。

　木津川市、和束町、笠置町及び南山城村で

構成する一部事務組合「国民健康保険山城病

院組合」が「京都山城総合医療センター」の

経営管理を実施しており、笠置町として分担

金を支出しています。

風しん追加的対

策事業

健康相談

健康教育

事業名 事業概要

　平成31年に予防接種法が改正され定期接種

となり、風疹の抗体保有率の低い昭和37年4

月2日～昭和54年4月1日生まれの男性が対象

として定期接種を実施しています。

救急相談ダイヤ

ル24事業

　定住自立圏である健康ダイヤル24事業は、

救急医療や応急処置等に関する相談を24時間

電話対応しています。本体制の周知に努め、

住民の暮らしの安心に繋げます。

9 分野１　保健・医療　



令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

11 継続 継続 継続

R3年度

【実績値】

受診者：7人
保健福祉課

12

R5年度(当初予算ﾍﾞｰ

ｽ)

・集団：2会場、延

べ3回/年

・個別：6～10月(相

楽圏域の協力医療機

関)

【目標値】

対象者：353人

(R4.12.31時点)の内

84人受診(23.8％受

診)

継続 継続

R3年度

・集団：2会場、延べ3

回/年

・個別：8～10月(相楽

圏域の協力医療機関)

【実績値】

対象者：354人の内84人

受診(23.7％受診)

保健福祉課

13

R5年度(当初予算ﾍﾞｰ

ｽ)

・令和5年4～6月：9

人

・令和6年2～3月：9

人

【目標値】

対象者：353人

(R4.12.31時点)の内

18人受診(5.1％受診)

継続 継続

R3年度

・令和3年4～6月：10人

・令和4年2～3月：10人

【実績値】

対象者：354人の内20人

受診(5.6％受診)

保健福祉課

　相楽広域行政組合運営事業として、休日等

の一次救急医療機関(内科・小児科/日曜日、

祝日、振替休日、年末年始)を共同運営して

おり、笠置町として分担金を支出していま

す。

相楽広域行政組

合負担金（休日

診療所）

健康診査事業

（後期高齢）

　後期高齢者の健康増進を図るため、フレイ

ルに着目した疾病予防・重症化予防を目的と

した健康診査における基本項目分(問診、診

察等)の実施と、生活習慣病を中心に全身を

系統的に検査し、病気の早期発見及び身体の

健康状態を判断して今後の日常生活における

注意点を知ることを目的とした人間ドック費

用の一部助成を行っています。

事業名 事業概要

長寿・健康増進

事業（後期高

齢）

　後期高齢者の健康増進を図るため、疾病の

早期発見・治療を目的とした健康診査におけ

る追加項目(血清クレアチニン検査等)を実施

しています。
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

14

R5年度(当初予算ﾍﾞｰ

ｽ)

・集団：2会場、延

べ3回/年

・個別：6～10月(相

楽圏域の協力医療機

関)

【目標値】

対象者：353人

(R4.12.31時点)の内

84人受診(23.8％受

診)

継続 継続

R3年度

・集団：2会場、延べ3

回/年

・個別：8～10月(相楽

圏域の協力医療機関)

【実績値】

対象者：354人の内84人

受診(23.7％受診)

保健福祉課

15 継続 継続 継続

R3年度

・医療費通知:3回/年

・重複服薬通知:1回/年

・ジェネリック案内:2回

/年

・人間ドック受診者数

短期：2人、外来：21人

・糖尿病重症予防事業

保健指導実施者数：1人

税住民課

　国民健康保険加入者の方を対象に、自身の

健康に対する関心を高めていただくことなど

を目的に、年に3回の医療費通知、重複服薬

通知、ジェネリック案内を送付すると共に、

早期発見・早期治療に繋がる人間ドックを実

施する事業です。

　また、健康寿命の延伸及び国保医療費の適

正化のため、対象者に保健指導を実施し、糖

尿病の重症化を予防する事業(糖尿病重症化

予防事業)を実施しています。

後期高齢者健診

事業（後期高

齢）

　後期高齢者に対する集団健診、個別健診を

実施しています。

保健衛生普及費

（国保）

事業名 事業概要
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

16

R5年度(当初予算ﾍﾞｰ

ｽ)

・集団：2会場、延

べ3回/年

・個別：6～10月(相

楽圏域の協力医療機

関)

※一部事業見直しを

検討

【目標値】

対象者受診率：35％

検討結果の

事業継続
継続

R3年度

・集団：2会場、延べ3

回/年

・個別：8～10月(相楽

圏域の協力医療機関)

【実績値】

対象者：291人の内73人

受診(33％受診※ドック

含む)

・個別受診：48人

・集団受診：25人

税住民課

17 体験教室：10回/年 継続 継続
※相楽東部広域連合事

業のため、参考掲載

相楽東部広域連合

教育委員会

(３町村合同)

18 健康教室：3回/年 継続 継続
※相楽東部広域連合事

業のため、参考掲載

相楽東部広域連合

教育委員会

(３町村合同)

大人もwakuwork

体験事業

　寄せ植え教室、そば打ち体験教室、編み物

教室等を通じて、充実した余暇や退職後の趣

味を見つけるきっかけづくりや、広域的な住

民の交流を図り、地域の活性化に繋げる事業

です。

心とカラダの健

康づくり事業

　人生100年時代を迎え、健康寿命を延ばし

心身の健康推進、保持を目的として、ヨガ教

室、太極拳教室、ピラティス講座を開催して

います。

特定健康診査事

業費（国保）

　国民健康保険加入者の方を対象に、生活習

慣病の予防を目的に、対象者(40～74歳)の方

にメタボリックシンドロームに着目した特定

健診を実施する事業です。

事業名 事業概要

12 分野１　保健・医療　



取り組みの方針

【施策の実現に向けた主な取り組み】

令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

1 継続 継続 継続 税住民課

2 継続 継続 継続

R3年度

・運営協議会開催：2回

・オンライン開催：1回

税住民課

3 継続 継続 継続 税住民課

4 継続 継続 継続 税住民課

5 継続 継続 継続 税住民課

国民健康保険特

別会計繰出金

　国民健康保険特別会計で支出した総務費分

等の法定繰出し分を一般会計から繰り出し、

本特別会計の安定的な運営を図っています。

国保運営協議会

　国民健康保険に関する条例の改正や予算等

について審議する法定協議会を設置していま

す。

療養費（国保）

　国民健康保険加入者が立替払いされた補装

具等の費用を、申請に基づき支給していま

す。

審査支払諸経費

（国保）

　国民健康保険加入者が医療機関を受診され

た際の診療報酬を取り扱う「国民健康保険団

体連合会」に対して、審査業務に係る諸経費

を支出しています。

高額療養費（国

保）

　国民健康保険加入者が病院で支払った一月

の支払いが一定額以上になった場合、負担限

度額以上の療養費について給付をしていま

す。

施策2 保険・年金制度の運用

　住民が安心して医療を受けられるよう、国民健康保険制度を適正に運用します。

　また、従来の制度周知に加えて、マイナンバーカードと健康保険証（被保険者証）の紐づけ促進のための周知・情報提供を行います。

　年金制度が国民の共助システムであることを、一人ひとりが認識できるよう啓発・周知に努めます。

事業名 事業概要
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

6 継続 継続 継続 税住民課

7
事業見直しを

検討

検討結果の

事業継続
継続 税住民課

8 継続 継続 継続 税住民課

9 継続 継続 継続 税住民課

10 継続 継続 継続 税住民課

11 継続 継続 継続 税住民課

12 税住民課

13 税住民課

14

笠置町ホームページ

や笠置テレビを活用

した国民年金制度の

周知：1回/年

継続 継続 税住民課

移送費（国保）

　国民健康保険加入者が入院中にあって、移

動困難な方が医師の指示により転院する場合

の搬送費用を支出します。

出産育児一時金

（国保）

　国民健康保険加入者が出産した際に、世帯

主に対し出産育児一時金を支給しています。

葬祭費（国保）
　国民健康保険加入者が亡くなられた際に、

葬祭費用を支給しています。

一般被保険者医

療給付分（国

保）

　国民健康保険加入者が医療機関を受診され

た際に、窓口で自己負担を支払われた残りの

診療報酬費用を支出するため、医療給付とし

て予算計上しています。

一般被保険者後

期高齢者支援金

等分（国保）

　後期高齢者医療を支援するため、被保険者

全員から納めていただいた支援金(国民健康

保険税の一部)を京都府を経由して「社会保

険診療報酬支払基金」に支払っています。

介護納付金分

（国保）

　介護保険制度を支援するため、45～65歳ま

での被保険者から納められた納付金(国民健

康保険税の一部)を京都府を経由して「社会

保険診療報酬支払基金」に支払っています。

保健衛生普及費

（国保）

(施策1　住民の健康づくり(掲載番号15)に掲

載)

特定健康診査事

業費（国保）

(施策1　住民の健康づくり(掲載番号16)に掲

載)

国民年金事務

　1号被保険者に係る種別変更届をはじめと

する各種届や、学生の納付特例及び免除申請

などを受付しています。

事業名 事業概要

14 分野１　保健・医療　



令和5年度 令和6年度 令和7年度 備　考 所管課

15

笠置町ホームページ

や笠置テレビを活用

した制度の周知

【目標値】

カード交付率：人口

75％

継続 継続

R3年度末

マイナンバーカード交

付率：人口39.0％

税住民課

マイナンバー

カード利用促進

事業

　マイナンバーカードと健康保険証(被保険

者証)の紐づけ促進のための周知・情報提供

を行います。

事業名 事業概要

15 分野１　保健・医療　


